
第３２回地球温暖化対策推進本部 議事要旨 

 

日 時：平成２７年１２月２２日（火）１０時２５分～１０時３５分 

場 所：官邸４階大会議室 

出席者：別紙参照 

 

○  はじめに、菅官房長官（司会）から、本日は、フランス・パリで開催された COP21 の結果

報告を行うとともに、パリ協定を踏まえた地球温暖化対策の取組方針について議論するとの

説明があった。 

 

○  丸川環境大臣から、資料１及び資料２に基づき、以下の説明があった。 

＜資料１関係＞ 

 ・COP21 において、現地時間の 12 日、2020 年以降の新たな国際枠組みである「パリ協定」が

採択された。 

・先進国と途上国とが立場の違いを乗り越え、我が国が一貫して主張してきた、「すべての国に

適用される公平な枠組み」の合意を高く評価する。 

・会合初日の首脳会議では、安倍総理から、途上国支援、技術イノベーションを内容とする「美

しい星への行動２．０」を表明いただき、合意に向けた交渉を後押しいただいた。日本政府

代表団も合意に向けて、大きく貢献できたと考えている。 

・我が国としては、議長国フランスのファビウス外相との意見交換、アメリカ、カナダ等の交

渉グループ内の調整、中国、インド、南アフリカ等の主要閣僚との対話など、合意に向けた

着地点を探るべく交渉を行った。 

・また、JCM パートナー国会合を開催し、引き続き協力して JCM を実施していくことを確認し

た。 

・パリ協定では、 

 世界共通の長期目標として、産業革命以降の温度上昇について２℃未満とする目標を設

定。1.5℃に抑える努力を追求することにも言及。 

 主要排出国を含むすべての国が削減目標を５年ごとに提出・更新すること、 

 すべての国が共通の方法で実施状況を報告し、レビューを受けること、 

 適応の長期目標の設定、各国の適応計画プロセスや行動の実施、適応報告書の提出と定

期的更新、 

 イノベーションの重要性の位置付け、 

 ５年ごとに世界全体の実施状況を確認する仕組み（グローバル・ストックテイク）、 

 先進国が資金の提供を継続するだけでなく、途上国も自主的に資金を提供すること、 

 我が国提案の二国間クレジット制度も含めた市場メカニズムの活用、 

が盛り込まれており、我が国の提案が多く取り入れられた。 

 

 ＜資料２関係＞ 

・国内においては、温室効果ガスを 2030 年度に 2013年度比 26％削減するとの目標の達成に向



けて着実に取り組んでいく必要がある。また、パリ協定で２℃目標が世界の共通目標となっ

たこと等を踏まえ、我が国としても世界規模での排出削減に向けて、長期的、戦略的に貢献

していく。 

・このため、来春までに「地球温暖化対策計画」を策定するとともに、政府としても率先して

対策に取り組むべく、「政府実行計画」を来春までに策定する。また、国民各界各層が一丸と

なって地球温暖化対策に取り組むため、政府が旗振り役となって国民運動を強化し、様々な

主体と連携しつつ情報発信、意識改革、行動喚起を進めていく。 

・総理から COP21 首脳会議で表明をいただいた「美しい星への行動２．０」を着実に実施して

いく。また、パリ協定の実施に向けて国際的な詳細ルールの構築に我が国としても積極的に

貢献していくとともに、我が国の署名及び締結に向けて必要な準備を進めていく。 

 

○ 岸田外務大臣から、以下の発言があった。 

 ・COP21 において、先進国と途上国の立場の違いを乗り越えて、歴史上はじめて、すべての国

が参加する公平な協定が得られたことは大変喜ばしいこと。 

・特に交渉が難航を極めた気候資金の分野では、先進国以外の国々の自主的な供与にも道を開

く充実した内容の合意となった。実際の交渉において、首脳会合において総理より表明いた

だいた 1.3 兆円の途上国支援増額表明とこれによる先進国合計 1,000 億ドルの達成が合意の

形成に大きく貢献したものと考えている。 

・今後とも、外務省として、途上国支援、イノベーションからなる新たな貢献策「美しい星へ

の行動２．０（ACE2.0）」の実施に向けて、関係省庁と協力し全力で取り組んでいく。 

 

○ 林経済産業大臣から、以下の発言があった。 

・パリ協定を受け、一層の地球温暖化対策への取組を進めたい。 

・今回の削減目標はエネルギーミックスと整合的なものであり、エネルギーミックスを実現す

ることが目標達成にも貢献することとなる。 

・総理から指示いただいた、電力の低炭素化を進める仕組みづくりを含め、来春までに、徹底

した省エネや再エネの最大限の導入を進める「エネルギー革新戦略」を取りまとめたい。こ

れにより、アベノミクスの GDP600兆円実現と CO2排出抑制の両立に貢献したい。また、原発

の再稼働を含め、責任のあるエネルギー政策を進めたい。 

・また、抜本的な温室効果ガス排出削減にはイノベーションが重要。島尻大臣の下で検討いた

だいている「エネルギー・環境イノベーション戦略」については、当省としても引き続き取

りまとめに貢献していきたい。 

 

○ 島尻内閣府特命担当大臣から、以下の発言があった。 

・安倍総理が COP21で策定を表明した「エネルギー・環境イノベーション戦略」に関し、総合

科学技術・イノベーション会議の下にワーキンググループを設置し、長期的視野に立った検

討を開始した。 

・温室効果ガス排出量の抜本的削減が見込まれ世界に展開可能な革新的技術、各技術の実現目

標と時期、各技術の研究開発の進め方について検討し、戦略を来春までに策定する。引き続



き関係大臣の協力をお願いする。 

 

○ 菅官房長官から、「パリ協定を踏まえた地球温暖化対策の取組方針について」を、当本部とし

て決定するとの発言があった。 

 

○ 最後に、安倍内閣総理大臣（本部長）から、以下の発言があった。 

・COP21 において、すべての国が参加した、「パリ協定」が採択された。世界は、地球温暖化

対策について、今世紀後半に温室効果ガスの排出と吸収をバランスさせることを目指し、新

たなスタートを切った。 

・我が国は、以下の３つの原則に沿って、経済成長と地球温暖化対策を両立させ、国際社会を

主導する。 

 第一に、イノベーション、特に革新的技術による解決を追求すること。 

 第二に、国内投資を促し、国際競争力を高めること。 

 第三に、国民に広く知恵を求めること。 

・関係閣僚は、以下に着手してほしい。 

 第一に、有望な要素技術を特定し、そのインパクトや実用化・普及のための開発課題を

整理すること。 

 第二に、パリ合意においては先進国と同じ義務を負わないが力のある新興国が、先進国

並みの取り組みを行うよう促すための方策を検討すること。 

 第三に、徹底した排出削減に向け、アイディアを募り、成功事例が共有されるよう、国

民運動を全国津々浦々に展開すること。環境大臣が先頭に立ち、各省一体となって推進

すること。 

・以上を経て、来春までに、「地球温暖化対策計画」を策定し、26%削減目標を達成するための

道筋を明らかにする。併せて、「政府実行計画」を策定し、政府として率先して取り組むべ

き内容を具体化する。 

・地球温暖化対策は、内閣の最重要課題。全力を挙げて取り組んでいく。 

 

 

以上 

  



                                      別 紙 
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